
　   

注１　生活保護（生業扶助）受給世帯は、「追加支給分」の対象外です。

　　（ＩＣＴを活用した教育にかかる通信費については、必要な額が生業扶助における「教材代」として実費支給されます。

　　　詳細は、福祉事務所にお問い合わせください。）

注２　７月以降の家計急変による住民税非課税相当世帯は、事由発生月から年度末までの月数に応じて「追加支給分」の額を決定します。

※　追加支給に当たって疑義が生じた場合、御家庭における通信費の契約状況等について確認する場合があります。

【申請者について】

〒　 　 　－

 群馬県
印　

 TEL　　　　　（　　　　）

【対象となる高校生等について】

　　□　中等教育学校（後期課程）　　　　　　　　　□　専修学校一般課程（昼間学科・夜間等学科）

　　□　高等専門学校（１～３学年）　　　　　　　　□　各種学校（外国人学校・その他）

学校種類・課程・学科
（該当にレ印）

　　□　高等学校（全日制・定時制）　　　　　　　　□　専修学校高等課程（昼間学科・夜間等学科）　

「奨学のための給付金給付申請書」の提出期限までに本誓約書を申請書に添えて提出してください。

ふりがな

生年月日 　　　　　年　　　　月　　　　日
氏　　名

学校名・学年 （学年　　　　　　年）

※太枠内の各欄に必要事項を記入し、該当区分に○を付けてください。

申請者(保護者等)
住所等

ふりがな

申請者（保護者等）
氏　名

高校生等との関係 　親権者、その他（未成年後見人・主たる生計維持者・生徒本人・［　　　　　　　　　］)

「群馬県私立高等学校等奨学のための給付金給付申請書」記載事項と同じ内容を記載してください。

通し番号
群馬県私立高等学校等奨学のための給付金給付申請書 添付用

　年　　　月　　　日

ＩＣＴ機器を活用した家庭学習における通信費負担を支援する

ための特例的「追加支給分」に係る　誓約書

　新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業及び段階的再開期において、子どもたちの学びを保障できるよ

う、 本給付金給付対象の低所得世帯(注１)において通信費を負担して行うオンライン学習などＩＣＴ機器を活用した家庭

学習を支えるため､ 令和２年度に限り通常の給付額に「追加支給分」として１万円(注２)を加算し

て支給いたします。

 つきましては、追加支給のための手続きとしてこの｢誓約書｣を､給付金給付申請書提出の際に添付してください｡

　令和２年度に私が支給を受ける高校生等奨学給付金のうち

追加支給分については、ＩＣＴ機器を活用したオンライン

学習等、家庭学習の実施に際し家庭が負担する通信費
に充てることを誓約します。


